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２.資金不足比率
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備考　各会計の資金不足比率の欄において「―」と表記されている場合は、資金不足がないこ
　　とを表す。

　　　　令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

備考　健全化判断比率のそれぞれの欄において「―」と表記されている場合は、赤字額がな
　　いこと、又は比率が算定されないことを表す。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成１９年法律第９４号)第３条第１項及
び第２２条第１項規定より、令和６年度決算に基づき算定した健全化判断比率及び資金
不足比率を次のとおり公表する。
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